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２０２４年１１月に、蓮生寺の門徒方に届けさせていただいた、先代の方々に関わ

る最終章の寺報です。門徒方には、説明責任が必要なために、【     】のマ

ークはありませんが、インターネット上では、個人情報保護として、こちらのマー

ク【     】を、付けさせていただきます。こちらのページの目的は、先代の

方々との縁があったけれども、阪神淡路大震災以降に、長田の地を離れなけれ

ばならなくなった方々に於いて、先代と蓮生寺の関わりが無くなってしまったこと

と、その経緯を、少しでも感じていただくことが目的です。 

この問題に対して、蓮生寺として、３年５ヶ月間、覚悟を持って向き合いました。

残念ではありましたが、その結果、このようになりました。相手の方々の個人情

報も守りながら、説明をさせていただきます。次のページからですが、寺報とし

ては、話の途中です。それは、ネット上の危険より、この形を取らせていただいて

います。やはり、実際に蓮生寺が受け取った物を見なければ、デマとなり、先代

方の名誉をいたずらに傷つけることとなりますので、個人情報を可能な限り、守

った形で、実際のものを出させていただきます。 
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8  平成３２年（令和２年） 世の中は、コロナ禍・パンデミックへ 

 

「３密」「アべノマスク」「パンデミック」の真っただ中、前のページの⓸はそのままでも良いとし、③「石井家方

への毎月２５万円の支給」の停止を、ともに、コロナ禍を乗り越えるための御協力として、石井家側にお願い

しました。すると、僧侶である、石井よしひさ氏から、このような文書が、蓮生寺に届きました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 郵送元 → 石井よしひさ氏の代理人、日本弁護士連盟 副会長の弁護士事務所 

■ 内容  → ③を止めるな。生涯の面倒をみろ 

■ その他 → 石井よしひさ氏は、この通知書を蓮生寺に届ける１ヶ月以上前の、８月上旬に、蓮生寺の

税理士様に内密に電話し、蓮生寺の役員名簿を聞き出していました。蓮生寺に法廷闘争を仕掛け、

確実に勝つために、余念が無かったことが、確認できています。しかし、僧侶のすることではありません 

 

本来であれば、２３年前に追放になっている者達が、２３年間、お寺に残ったことで、蓮生寺の未来を願わ

ない色が、年々、濃くなってきたように思います。石井よしひさ氏は、石井家の中の、僧侶の資格を持って

いる者です。僧侶として、不適格と言うほかなく、皆様方には、申し訳ないです 
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9  残念な、通知書が届きましたが、蓮生寺として、どうすべきか？ 

 

金銭を要求された側は、蓮生寺ですので、蓮生寺の出せる選択肢は２つです。 

 

① 石井よしひさ氏の言う通りに、蓮生寺が無くなっても、石井家のために蓮生寺の寺財を出し続ける 

 

② 石井よしひさ氏の言う通りにしない。つまりは、蓮生寺として不本意ではあるが、蓮生寺として初めて、

弁護士様に依頼して、石井よしひさ氏の通知書から、蓮生寺を守っていただくように、対応すべきか？ 

 

そしてこの時、門徒総代・責任役員の回答は、即決で②でした。この状況でも、石井家方に立ち向かう勇

気を持った方々が、現在の門徒総代様であり、現在の蓮生寺の役員です。石井家方は、人一人が亡くな

っていても、謝罪せず、罪にも問われず、生きておられる方々です。普通であれば、要求に屈してもおかし

くない状況でしたが、「石井家方と、対峙することは、不本意ではあるけれども、蓮生寺を守るためには、対

峙することも、やむを得ない。法的な圧力に屈せず、がんばりましょう」と、３年５ヶ月も、ともにがんばってい

ただいた方々が、現在の蓮生寺の総代様であり、役員様です。このことが、判決文にも「有効な手続きによ

って、その打ち切りが決定されている」という一文が書かれており、私は嬉しかったです 

 

 

10  蓮生寺が、通知書にも屈しなかったことから、次の矢が飛んできます 

先の通知書が、令和２年９月でした。次の矢は、令和３年１１月３０日でした 
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「金３７５万円」というのは、石井よしひさ氏が、通知書を送ってこられたことで、毎月２５万円を止めざるを得

なくなり、そこから、裁判を起こしてこられるまでの、１５ヶ月分の金額を請求されました。原告は、当時７９歳

であった、石井よしひさ氏ではなく、当時８５歳であった、石井ひろのり氏です。この文書があることで、蓮生

寺が、対外的な場面に於いて、ひろのり氏の説明を求められた場合の解答が、「ひろのり氏は、７９歳で、

蓮生寺住職を退任した後、８５歳で蓮生寺を訴えた原告になりました。そして、裁判を起こした原告のまま、

８６歳で亡くなりました。つまり、蓮生寺とは、ひろのり氏が裁判を起こした令和３年（２０２１年）をもって、蓮生

寺との関わりが、無くなりました」と、伝え続けることとなります。残念なことでした 
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11  「契約書の通りに、石井家に支払え」という裁判です。正確には、「契約書

の内容を、蓮生寺が勝手に止めたことが違法だ」ということを、訴えられました 

 

■ この度の裁判での、石井家方の主張 

 

【石井家側の主張①】 石井よしひさ氏が作った用紙は、正式な契約書である 

【石井家側の主張②】 石井家が、蓮生寺の役員なのだから、止めるには、役員の許可が必要のはず 

 

【つまりは①②を足しますと】 契約書は、自分達で作っており、また、蓮生寺の役員名簿も事前に極秘に

入手している。よって、身勝手な「毎月２５万円が払えない」は違法。石井家に払い続けるべき 

 

 

12  訴状が届き、蓮生寺は２つの選択肢から１つを、選ばなくてなりません 

 

① 石井家に屈して、この通りに支払うか？ 

 

② 法的にも、石井家は間違っており、蓮生寺は正しいので、払えないものは払えない 

 

蓮生寺は、この時も即決で②を選択しました。石井家に屈せずにがんばろうと 

 

 

13  訴状を送ってきた時の石井ひろのり氏は８５歳でした。人生最後が「原告」 

 

令和３年に訴状が届いていますが、翌年の令和４年１１月頃に、石井ひろのり氏は、原告の立場を降りまし

た。当時、弁護士様経由で知りましたが、蓮生寺に、金銭請求の裁判を起こしている原告のまま、亡くなっ

たとのことでした。そして、私は裁判の素人ですので、これで裁判も終わるかと思いましたが、 

 

 

14  令和５年１月１日、石井ひろのり氏の妻、石井ミチ子氏（当時８１歳）が、 

新しい原告になって「裁判を続ける」とのことでした 

 

お正月から、何をしているものだと、色々と残念になりましたが、ミチコ氏の子ども全員と、ご本人が、必要

書類に署名・捺印をされ、裁判所に提出し、石井ミチ子氏が、正式に原告に就任しました。その後は、裁判

でも、証人尋問の要求や、本願寺に調査を要求してくるなど、原告として立派に活躍されていました 
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15  横山義文様も、同じような目に遭っていたのだと、少し感じていただける

文書かと思います。最初は、表には出てこないけれど、石井家方の主張を、強

引に推し進めてくる感じが、ここにも表れています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に、こちらの書面と、印鑑証明を裁判所に提出し、石井ひろのり氏が亡くなった後でも、石井家方とし

て、裁判を継続すると、蓮生寺は聞くこととなり、再び、蓮生寺を守らなければならなくなりました。なぜ、続

ける？蓮生寺もコロナ禍で苦境の中、そこまでして石井家方は、何を求めるのか？僧侶として、お寺と関

わった者達として、とてもではないですが、受け入れることが出来ない行動でした。そして、この年に、原告

の石井ミチ子氏の要求で、本願寺への資料請求や、証人尋問も要求され、翌年２月に判決がでました 
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16  令和２年９月の通知書から始まり、令和６年２月 ようやくの判決です 
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17  蓮生寺の正当性が、法的にも、認められました 

 

【石井家側の主張①】 メモではなく、契約書 → 【判決】 契約書ではなく、メモ 

【石井家側の主張②】 石井家が、蓮生寺の役員 → 【判決】 石井家の誰も、蓮生寺の役員ではない 

① 法的性質がない中で、約５年半にわたって、支給が続けられていた 

② ひろのり氏 及び ミチ子氏については、請求する権利はない 

③ よって、原告の請求を棄却とする 

このように、終わりを迎えました。そして、ここでもまた、選択肢が２つ、作られました 

 

 

18  「法的性質がない中で、約５年半にわたって、支給が続けられていた」 

 

すなわち、これまでの裁判で、攻めに攻められたことから、相手方の個人情報まで、蓮生寺は特定できて

います。単純に考えれば、次は蓮生寺が裁判を起こせば、取り返せるということです。 

① 石井ミチ子氏が原告、その子ども達も、裁判に関わったことから、この者達を訴えて、 

寺財を取り返す 

② 蓮生寺は、お寺です。義文様のご両親も、グッと耐えたように、お寺らしく、 

裁判など争いをしない。平和的解決を目指しましょう 

 

この２択になりましたが、前回の寺報の通り、蓮生寺として、②を選択します 

ただし、再び、石井家方が、蓮生寺の法務の妨害を行った時は、①を選びます 

 

判決（２月）から現在までの間に、ここの対応について、沢山のお声をいただきました。「石井家の逃げ得を

許してはならない」「お金を取り返すべき」「金額にして、数千万円になります」確かに、私も思うこともありま

す。しかしここは、グッとこらえて、蓮生寺はまだ、裁判を起こされただけであって、裁判を起こしていません。

まだ、お寺という本来の姿に戻ることができるチャンスでもあります。もちろん、蓮生寺の寺財は、ボロボロに

されたままです。それでも「裁判を起こしたお寺」「裁判を起こしているお寺」という姿になってしまえば、「平

和なお寺」「安心できるお寺」「裁判などを起こしたことが無いお寺」という姿に、戻ることができなくなります。 

それより何より、義文様のご両親は、息子を自死にさせられておきながら、耐えておられます。その姿こそ、

仏教であり、仏教寺院として、忘れてはいけない姿であると、教えられるものです。もし、石井家方が、自ら

の意思で、蓮生寺に対して、寺財の返還を行う意思や、蓮生寺の未来をともに願っていただく場合は、こち

らをお使いください。しっかりと形に残り、明るい話は、寺報でもお伝えできるので、もしよろしければ 

 

［ 石井家方限定 法的に明らかではなかった分のご返金を希望される際は、こちらまで。完全任意です ］ 

浄土真宗本願寺派 蓮生寺（ゆうちょ口座番号）００９９０－４－２３７２６２ 
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■ 蓮生寺の掲示板に３ヶ月以上、掲示されている実際の掲示物となっています 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ２０２０年８月の蓮生寺と、２０２４年８月の蓮生寺の違いについて 】 

今現在、宗教法人「蓮生寺」に、僧侶の資格を登録している僧侶、石井ひろのり氏（蓮生寺 

元住職）と、その実弟（三男）、石井よしひさ氏の僧侶活動について 

 
２０２０年８月 ２０２４年８月 

上記２名は、蓮生寺に、僧侶の籍を置いている僧侶である 〇 〇 

上記２名の、蓮生寺の僧侶としての活動を、蓮生寺として認めている 〇 ☓ 

上記２名は、裁判所でも認められる、宗教法人【蓮生寺】の役員である ☓ ☓ 

上記２名ともに、「僧侶」として進むべき道は２つである  

① 僧侶の免許にこだわらない場合は、僧侶の籍（免許）を、本願寺 

へ返納し、僧侶としての登録を外れ、一般の方として生きていくこと 

②  僧侶のままで生きたい場合は、僧侶の籍を、他のお寺に置いて 

もらい、蓮生寺以外の寺院に所属する僧侶として生きていくこと 

 

 

－ 

 

 

〇 

蓮生寺に所属している限り、蓮生寺として、僧侶活動を認めることはない ☓ 〇 

上記、２名のご親族様を対象とした話になります 

宗教法人「蓮生寺」の総代もしくは、役員に入っている 〇 ☓ 

蓮生寺として、この方々と、会う機会を作ることが、これからある 〇 ☓ 

蓮生寺と、この方々との約束・契約がある。また、今後に、和解がある 〇 ☓ 

蓮生寺に対して、仏事の申し入れがあれば、受け入れる 〇 ☓ 

今後、連絡を取り合うことは、一切ありません ☓ 〇 

【 この４年の間、上記の者達が、蓮生寺に対して起こした、おおまかな出来事 】 

①  ２０２０年 ９月 石井よしひさ氏 
蓮生寺との対話を一方的に断ち切り、弁護士様を立て、「兄の生涯 

の面倒を見るよう」要求する通知書を作成し、蓮生寺に送付する 

②  ２０２１年１１月 石井ひろのり氏 蓮生寺の寺財を請求する「金銭請求事件」裁判を起こす 

③  ２０２２年１１月 石井ひろのり氏 約１年間、原告として、蓮生寺に関わった末、原告の立場を退く  

④  ２０２３年 １月 ひろのり氏（妻） 本人・こども全員による申請の末、裁判の原告の立場を引き継ぐ 

⑤  ２０２３年１１月 ひろのり氏（妻） 裁判は継続され、証人尋問が行われる。蓮生寺への金銭請求は続く 

⑥  ２０２４年 ２月 判決・確定 請求の棄却 （蓮生寺が、一方的に訴えられた裁判を守った形です） 

⑦  ２０２４年 ５月 通知書送付 
蓮生寺から、上記の僧侶に対し「蓮生寺の僧侶として、活動を 

認めない」と、弁護士事務所を通し、正式に通達が完了 

 

ようやく、全てが終わり、皆様に説明ができる段階となりました。しかしこれまで通り、引き続き９月予定の寺

報でも、改めて説明をさせていただきますので、ご安心ください。それら今回は、長年、信用をしていただい

た方々が、蓮生寺を存続させない行為、すなわち、皆様方の信用を裏切る行為を、３年５ヶ月の間、継続し

て行われたことです。 

その行為に対し、蓮生寺として、決断が必要となりました。そのように、蓮生寺として、コロナ前とは、 

内部が変わりましたが、再び信用していただける寺院として、これからの未来を精進してまいります。 

合掌 蓮生寺住職 尾上智和 
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19  お寺は、地域の方々の願いがあってこそ。すなわち、説明責任が必要 

 

６月の寺報でも、お伝えさせていただいた通り、お寺というのは、地域の方々の願いというものが、第一です。

今回は、お寺の護持・繁栄とは、反対のことが起きていました。そのことで、地域の方にも、信じていただい

た僧侶と、今後、会えなくなる、もしくは、お寺として、取り次ぐことができなくなることを、説明責任として、

果たしていくことが重要であると考え、掲示板にて、伝えさせていただきました 

 

 

20  掲示板には、５月までとなっていますが、その後を追加いたします 

 

①  ２０２０年 ９月 石井よしひさ氏 
蓮生寺との対話を一方的に断ち切り、弁護士様を立て、「兄の生涯 

の面倒を見るよう」要求する通知書を作成し、蓮生寺に送付する 

②  ２０２１年１１月 石井ひろのり氏 蓮生寺の寺財を請求する「金銭請求事件」裁判を起こす 

③  ２０２２年１１月 石井ひろのり氏 約１年間、原告として、蓮生寺に関わった末、原告の立場を退く 

④  ２０２３年 １月 ひろのり氏（妻） 本人・こども全員による申請の末、裁判の原告の立場を引き継ぐ 

⑤  ２０２３年１１月 ひろのり氏（妻） 裁判は継続され、証人尋問が行われる。蓮生寺への金銭請求は続く 

⑥  ２０２４年 ２月 判決・確定 請求の棄却 （蓮生寺が、一方的に訴えられた裁判を守った形です） 

⑦  ２０２４年 ５月 通知書送付 
蓮生寺から、上記の僧侶に対し「蓮生寺の僧侶として、活動を 

認めない」と、弁護士事務所を通し、正式に通達が完了 

⑧  ６月 石井家全体 
石井家方の仏事を行っている寺院と対話を行い「石井家方は、須磨区

のお寺の門徒」との確認作業が終わりました 

⑨  ９月 横山義文様 私が伺い、蓮生寺として、自死について、謝罪させていただきました 

⑩  １０月 石井ミチ子氏 実家の臨済宗のお寺に伝達「ミチコ氏と、蓮生寺の関係終了を伝達」 

⑪  １０月 石井ヒロノリ氏 地域のお寺の組長様の御協力もいただき、本願寺に、死亡届の提出 

⑫  １１月 この度の寺報 この度の寺報です。全ての説明を終えます 

 

これらの出来事は、全国的にも見ても、ほぼ、無いような出来事でした。僧侶と、前住職が、通知書に裁判

を起こして、お寺のお金を要求することは、事件と言っても、過言ではありません。しかも、日本弁護士連盟

の副会長を用意し、多くの親族も加わり、途中で取り下げることもなく、また、和解を申し込んでこられること

もなく、最後の最後まで敵対関係を作り、金銭請求を行い続けた行為は、お寺として見た時に、一族様とし

ての、受け入れが出来なくなって、当然のことであると考え、関係を終了せざるを得なくなりました。 

たられば、ですが、２３年前に、誠意ある謝罪は当たり前ですが、その上で、蓮生寺からの撤退を、石井家

方が出来ていれば、蓮生寺の信用が、ここまで落ちることもなく、また、寺財もここまで、ボロボロにされるこ

となく、蓮生寺は、もっと立派になっています。蓮生寺は２３年間、残念な流れを、よく耐えました 
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21  改めて、今後、石井家方と蓮生寺の関係性を示しておきます 

 

判決が出てから９ヶ月の間に、確実に状況を整え、下記の者とは、残念ですが、このようになりました 

①  石井 ひろのり （長男） 昭和１１年生 僧侶として活動停止中に、他の寺院の門徒として死去 

②  石井 ミチ子  （長男の妻） 昭和１６年生 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

③  石井 よしひさ （三男） 昭和１７年生 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

⓸ のりこ （長男の長女） 昭和４３年生 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

⓹ くみこ （次女） 昭和４４年生 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

⓺ けいこ （三女） 昭和４９年生 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

⓻ 石井 サダ子 （次男の妻） 昭和１７年生 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

⓼ その他の、石井家ご親族様 今後、蓮生寺と繋がることはありません 

 

この話も、前回の寺報の通りですが、例えれば、大きな船に乗っていた方々が、この２３年間で、大きな事

件を３件起こし、この度、自らが起こした裁判の判決にて、これまで乗り続けた大きな船から、全員が下ろさ

れた、今後、何かを仕掛けてこられることは出来なくなったような話です。現在は、石井家方との縁が終了

した蓮生寺として、すでに進んでいます 

 

 

22  石井家方と縁が終了するまでの、２３年間を、大きく振り返ります 

 

①  平成１３年 （２３年前） 横山義文様が３２歳の若さで自死 

②  平成２３年 （１３年前） 石井家次男様の死去。石井よしひさ氏の台頭 

③  平成２４年 （１２年前） 当時の蓮生寺住職であった、宮澤様の「うつ」ならびに退職 

⓸ 令和２年  （４年前） 石井よしひさ氏による、金銭請求の通知書送付 

⓹ 令和３年  （３年前） 石井ひろのり氏による、金銭請求事件の訴訟開始 

⓺ 令和４年  （２年前） 石井ひろのり氏の死去 

⓻ 令和５年  （１年前） 石井ミチ子氏の原告就任 原告による証人尋問の要求ならび、実施 

⓼ 令和６年  （今年２月） 判決 「原告の請求を棄却する」 

⓽ 現在   （１１月） 石井家方と蓮生寺は、今後に繋がることが無くなりました 

⑩ この先 仏教界に「石井家の僧侶」は、存在しなくなります 

以上、２３年間の流れがあり、蓮生寺と、石井家方との縁が終了いたしました。石井家方として、２３年前に

退くべきでした。そのことを、当時の役員様方は、石井ひろのり氏に直接、進言されたと聞いています。 

当時は、その通りにならなかったけれども、２３年が経ち、その通りとなった。という話であったように思います 
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ここからは、寺報の通りではありません。蓮生寺が初めての方も、知っておられる方も、この話については、

みな驚かれます。私は、この方々とは、血縁でもありません。全くの他人でありますが、この方々は、素晴ら

しいと思ったので、私は蓮生寺に赴任することを決めました。確かに、「お寺さん」とばかり接していた私から

すれば、この方々からは、初対面から２秒ほどで、異質な空気を感じました。異質と言えば、響きが悪いの

ですが、具体的に申しますと、私の言う「お寺さん」とは、「世襲制」「代々のお寺を守る」「親や祖父母が、

お寺の住職」「住職同士の親族関係がある」という、ラーメン屋さんで例えれば、「発祥から２００年のラーメ

ン屋さんであり、ラーメングループがある」というような、一般的には、想像が難しい状況ですが、お寺業界

は今でも、そのような人たちの集まりです。その空気を当たり前に感じていたこともあり、この方々は、一般

の家庭の方々が、一生懸命に、お寺を護られていたので、私の中では「お寺さんとは、違う空気感だけれど

も、一つのお寺を、人生を懸けて、守られている姿は、まことの姿である」と、感動しました。そして、もう一

つ、願いました。時代が好景気の時は、問題なく、お寺も支えられるのですが、不景気の時や、お寺を退く

ときに、その見本となる姿が無いことで、トラブルを起こす可能性が、私には見えていました。お寺は、ラー

メン屋さんとは違って「基本的には世襲制」つまりは「店長という個人単位ではなく、お寺さんという家族単

位」ですので、動き出すエネルギーが大きくなるメリットもあれば「止まる時に止まれない」というデメリットが

あります。そして、代々お寺であれば、過去の参考例があったり、グループによって、止めてもらうこともでき

ますが、新規参入の方々であれば、過去の参考例も無ければ、親族のグループもないことから、より、止ま

ることができなくなります。その結果、家族・親族として、お寺の中で、問題を起こしてしまい、仏教界に残

れなくなってしまう可能性が出てきてしまいます。それ故、願わくば、終わりを素晴らしいものと出来ることを

願っていました。新規参入の方々でも、本当に、人生を懸けておられました。素晴らしいとしか言えません。

もし、阪神淡路大震災と、新型コロナウィルスが無ければ、正反対の結果になっています。この２つの大災

害に遭ったことで、蓮生寺の先代の方々は、どれだけ苦しまれたか。それでも、やはり、平成１３年からの【２

３年間】が、重くのしかかります。平成１３年、蓮生寺の衆徒の自死。平成２４年の蓮生寺の世代交代をした

住職が、４年で退職。のちに、再び、先代方が役員も含め、蓮生寺に戻ってしまう。令和３年に起こり、令和

６年に判決が出た、この度の裁判。それら、たとえ、そこにこの方々の直接的な原因が無かったとしても、蓮

生寺という寺院の未来を見たときには、縁を続けていくことは、難しい。と、決断せざるを得ず、残念なこと

でありました。もちろん、蓮生寺として、これらのことを公表することは、何のメリットもありませんが、蓮生寺と

縁があった方々に隠すこと、説明しないことだけは避けたいと考え、昔から蓮生寺と縁がある方に対しての

説明として、お伝えさせていただきました。なんまんだぶつ なんまんだぶつ  


